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1.経営戦略策定の趣旨

　1）経営戦略の位置付け

団体名

事業名

策定日

計画期間

　経営戦略は、「新水道ビジョン（厚生労働省）」の基本理念を新しい時代の中に於いて実現させるための

計画であり、経営戦略を踏まえ、毎年度予算編成を行います。

　八千代町の水道事業は、昭和55年度に認可を取得し、昭和60年8月に一部給水を開始して以来、効率

的かつ計画的な事業執行による経営基盤の強化及び経営環境の変化に対応した事業の推進を図ってま

いりました。

　しかしながら、人口減少、普及率の頭打ち、節水型社会の到来により、今後大きな収入増は見込めない

なか、水道施設が一斉に更新を迎えますが、施設の更新・再構築事業に対する資金確保が困難となって

きています。それに加え、頻発する地震等、自然災害への対応が急務となっています。

　このような環境のなか八千代町水道事業は、平成22年度には「八千代町水道ビジョン」を策定し、実行す

ることで、安定的な経営を行ってまいりました。今後も、将来の人口減少の見通しや施設の更新投資増大

を見据え、引き続き計画的な経営を行っていく必要があります。

　そこで、町の「総合計画」や「公共施設等総合管理計画」を上位計画としながら、八千代町水道事業の経

営の基本計画となる「経営戦略」を策定しました。

　経営戦略は、経営状況等の現状や将来の見通しを踏まえた上で、施設や設備に関する投資 とその財源

見通しを試算した後、投資以外の経費も含め収入と支出を均衡させた投資・財政計画を策定し、計画的に

経営に取り組むことで、将来にわたって安定的に事業を継続していくことを目的とした中長期的な経営の

基本計画です。

経営戦略の位置付け
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2.国の施策と八千代町水道事業の取組

　総務省からは、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26年8月29日付け）において経

営戦略の策定が要請されています。

その他の国等の施策を受けた本町水道事業の取組は以下のとおりです。

 

八千代町水道事業の取組 国等の施策 

平成 16 年 6 ⽉ 

⽔道ビジョンの策定・推進（厚⽣労働省） 

平成 20 年 7 ⽉ 

⽔道ビジョンの改訂・推進（厚⽣労働省） 

平成 25 年 3 ⽉ 

新⽔道ビジョンの策定・推進（厚⽣労働省） 

平成 26 年 8 ⽉ 

経営戦略の策定要請（総務省） 

（「公営企業の経営に当たっての 

留意事項について」（総務省通知）） 

平成 27 年 3 ⽉ 

インフラの⻑寿命化に向けた取組を推奨 

（厚⽣労働省） 
八千代町⽔道事業経営戦略 

（令和元年度） 

八千代町⽔道ビジョン 

（平成23年3⽉） 

八千代町⽔道ビジョン 改訂版 

（令和2年度予定) 
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3.事業概要

（1）事業の現況

①給水（H30.3月末現在）

②施設（H30.3月末現在）

水源 □表流水 □ダム □伏流水 ■地下水 ■受水 □その他

浄水場設置数 1

配水池設置数 2

ⅰ施設概要

水道施設位置図 別紙の通りです。

フローシート図 別紙の通りです。

施設名等 別紙の通りです。

　八千代町水道事業は、自己水源として深井戸4本から取水する地下水5,100/日㎥（暫定取水量1,700㎥/

日を含む）と県西広域用水供給事業から受水1,700㎥/日を水源としています。

 水道施設は場外に取水場3箇所、浄配水場1箇所（取水井1箇所含む）です。

その配置概要等は別紙図面のとおりです。

0.281千ｍ
3
/ha

施設数 配水管管路延長 243.0千ｍ

施設能力 6,800m3/日 施設利用率

法適（全部・財務）・非適の
区分

法適（全部）
現在給水人口 20,805人

有収水量密度

67%

認可年月日 昭和56年3月31日 計画給水人口 25,700人

　八千代町水道事業の沿革は、下記に示す通りです。

　昭和56年3月に事業認可を受け、昭和60年8月に一部給水開始して以来今日に至っています。平成30

（2018）年度末における給水人口は20,805人、一日最大給水量は5,330㎥/日です。

事業名 事業年月日 計画給水区域
計画一日最大給水

量
(ｍ3/日）

計画給水
人口
（人）

創設 昭和56年3月31日 25,700 6,800 八千代町全域
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備考

2号取水場 取水井・流量計室 1983 昭和58年度

〃 電気室 1983 昭和58年度

3号取水場 取水井・流量計室 1985 昭和60年度

〃 電気室 1985 昭和60年度

4号取水場 取水井・流量計室 1987 昭和62年度

〃 電気室 1987 昭和62年度

1号取水場・
浄配水場

取水井・流量計室 1982 昭和57年度

〃 着水井・混和池・量水井 1982 昭和57年度

〃 1系沈澱池 1982 昭和57年度

〃 2系沈澱池 1983 昭和58年度

〃 急速ろ過機　№1 1983 昭和58年度

〃 急速ろ過機　№2 1983 昭和58年度

〃 急速ろ過機　№3 1985 昭和60年度

〃 急速ろ過機　№4 1985 昭和60年度

〃 排水・排泥池 1982 昭和57年度

〃 №1配水池 1982 昭和57年度

〃 機械室 1983 昭和58年度

〃 管理棟 1984 昭和59年度

〃 №2配水池 2000 平成12年度

〃 ポンプ室・電気室 2000 平成12年度

〃 配水流量計室 2000 平成12年度

施　設　名　等

施設名 建設年度
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ⅱ管路

①布設延長割合

導水管

・管延長

・管種別延長

　導水管の総延長Ｌ＝5,313ｍ≒5,300ｍ布設してあります。

　管種別は、割合が多い方から塩化ビニール管（ＲＲ形）・ダクタイル鋳鉄管（Ａ・Ｔ形）・鋼管（塗覆装鋼管・

塩ビライニング鋼管）となっております。

ダクタイル鋳鉄管 745m 14％

鋼管 166m 3％

塩化ビニール管 4,402m 83％

φ200 298m 6％

φ150 5,015m 94％
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配水管

・管延長

・管種別延長

　配水管の総延長Ｌ＝242,765ｍ≒243，000ｍ布設してあります。

　管種別は、割合が多い方から塩化ビニール管（ＲＲ形）・ダクタイル鋳鉄管（Ａ・Ｔ形）・鋼管（塗覆装鋼管・

塩ビライニング鋼管）・ポリエチレン管などとなっております。

φ100 53,169m 22％

φ400 365m 0.2％

φ300 4,460m 2％

φ350 4,079m 2％

φ250 7,135m 3％

φ200 10,401m 4％

φ150 30,049m 12％

φ75 98,411m 41％

φ50 34,696m 14％

鋼管 2,431m 1％

ダクタイル鋳鉄管 64,671m 27％

ポリエチレン管 1,414m 0.6％

石綿セメント管 4m 0.001％

塩化ビニール管 174,245m 72％

8



②管路耐震化率

　耐震管率については、これまで耐震管による更新事業を行っていませんので耐震化率はほぼゼロであり

ます。近年は、他の事業（区画整理事業・道路改良事業等）で同時施工する場合において、ポリエチレン

管等を布設し、耐震化率が上がるようになっています。

　今後はこの計画に於いて、手始めに「重要給水施設管路」設定し、耐震管による更新事業を行い、その

他の管路も耐震管で更新していきます。
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ⅲ料金

◆料金体系の概要

◆料金改定最終年月日（消費税のみの改定は含まない）

平成9年4月1日

水道料金表（税抜き）

加入金（消費税抜き）

口径

13ｍｍ

20ｍｍ

25ｍｍ

40ｍｍ

50ｍｍ

75ｍｍ

口径変更（消費税抜き）

口径

13ｍｍ⇒20ｍｍ

20ｍｍ⇒25ｍｍ

25ｍｍ⇒40ｍｍ

40ｍｍ⇒50ｍｍ

50ｍｍ⇒75ｍｍ

水道料金（消費税抜き）

金額（円）

13ｍｍ 10 m3 1,750

20ｍｍ 10 m3 2,250

25ｍｍ 10 m3 2,800

40ｍｍ 10 m3 4,400

50ｍｍ 10 m3 8,100

75ｍｍ 10 m
3 19,000

250円

1,000,000

単位：円

給水管の口径
基本料金 従量料金

水量 （1立方メートルにつき）

2,000,000 〃

単位：円

口径変更金 備考

50,000

増径の場合加入金
の差額が必要

100,000

300,000

400,000

300,000 業務用

600,000 〃

1,000,000 〃

加入金 備考

150,000 一般家庭用

200,000 〃

　水道料金は、水道法・地方公営企業法で原価主義を採るよう規定され、事業に必要な経費は水道料金

収入をもって充てるという独立採算性を基本に経営を行うことが求められています。

　本町では、基本料金・従量料金・メーター使用料からなる料金体系を採用し、従量料金については、使

用量に応じて負担していただく逓増性の段階式従量制を採用しています。

単位：円
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メーター使用量（消費税抜き）

口径

13ｍｍ

20ｍｍ

25ｍｍ

40ｍｍ

50ｍｍ

75ｍｍ

◆水道料金の考え方

◆近隣自治体との水道料金の比較

・口径20ｍｍ、使用水量20ｍ3使用した場合の１ヶ月の水道料金

（出典：各自治体ホームページより）

950

2,600

　八千代町の水道料金は、基本料金（水道メーターの口径別に設定された料金）に従量料金（使用水量に

応じた料金）の二部料金制になっています。

200

210

400

単位：円

加入金 備考

100

3,234
3,602

4,488 4,305 4,400 4,545

5,445

4,510 4,642

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

円：税込

11



ⅲ組織

◆概要

　上下水道課長の下、業務行う職員として4人配置しています。

職員数は、現在上下水道課上水道係職員4名で構成されています。

◆組織図

平成31年4月1日現在の八千代町水道事業の組織構成は下図に示す通りであります。

【1人】 【1人】

◆年齢構成

人員 平均年齢

課長 1 58

係長 1 41

業務係 1 20

施設係 1 39

計 4 39.5

項目
平成31年度

産業建設部長
上下水道

課長
主査兼水
道係長

業務・施設

【2人】

　上下水道課では、少人数のため水道事業で必要な業務（財政計画や資金計画の策定、予算編成とその

執行及び決算・事業計画の策定や認可、水道施設の維持管理や水道の水質管理）など必要に応じ業務

を行っています。その他業務については事務分掌に基づき業務を行っています。
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（2）これまでの主な経営健全化の取組

ⅰ 外部委託による経費削減

　量水器交換・検針業務や料金徴収関連業務・配水管等管理業務等の民間委託によ り、経費削減を図り

ました。
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（3）経営分析表を活用した状況分析

総務省様式による「経営比較分析（平成30年度決算）分析結果は別紙の通りです。
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業務指標による分析

　業務指標による分析項目は別紙の通りです。

16





業務指標による分析

　業務指標による分析結果は別紙の通りです。
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4.将来の事業環境

（1）給水人口の予測

（2）給水量の予測

（3）料金収入の見通し

　八千代町水道事業での人口予測は、国立社会保障・人口問題研究所が推計した値に基づき策定しました。本

経営戦略における給水人口の予測は、その値に給水普及率を乗じて算出しました。

　給水普及率は、近年の実績（98～99％）ではほぼ100%に近くなっており、本経営戦略においては、将来永続的

に99%で推移するものと仮定しました。

　推計において、給水人口は減少傾向が続き、令和11（2029）年度には18,784人となります。

　有収水量について、生活用、業務・営業用、工場用、その他の用途別に分けて推計した後、その合算で推計し

ています。

　推計において、今後は給水人口の減少や節水機器の普及に伴いながらも、生活用原単位の微増と工業団地

の計画が有ることから微増するものと推計しました。

　料金収入（給水収益）は、有収水量の増減に比例すると仮定し、有収水量×供給単価にて推計しています。

そのため料金収入（給水収益）の見通しについては、微増傾向が続きます。
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（４）施設の見通し

◆施設全体について

≪対象施設：取水施設・導水施設・浄水施設・配水施設・配水管≫

●取水施設について

≪対象施設：取水井（深井戸）・・・4本等≫

●浄水施設について

≪対象施設：着水井・沈澱池・急速ろ過機・排水池・排泥池・薬品注入設備（塩素・ＰＡＣ））≫

●配水施設について

≪対象施設：配水池・配水ポンプ≫

　施設全体の整備状況は、施設の大半は、創設時の昭和56（1981）年度～平成元（1989）年度に整備され

現在稼働中でありますが、整備されてから約40年が経過し、今後施設全体の大量更新期になりますので、

計画的な更新をしなければなりません。

　今後の更新事業は、町の上位計画「八千代町公共施設等総合管理計画」と整合性を図り、水道施設全

体の更新を行う予定です。

　この計画では、【強靭】な水道を目指し「構築物」の耐震化に加え「重要給水施設管路」の耐震化を行う予

定です。

　現在八千代町水道の水源は、県水と自己水（地下水）で賄っています。今後の対応として、県水につい

ては、これまで通り安定した水源確保が必要です。一方、自己水（地下水）については、【構築物】である深

井戸については、能力低下時の対応としてこれまで同様浚渫工事等、更には掘り替え工事が必要になりま

す。

　【機械及び装置】については、法定耐用年数が超えているにも関わらず長寿命化で凌いできましたが、そ

れも限界に近づいていますので更新を行っていきます。

 近年は風水害により停電が頻繁に起こりますので、その対応として自家用発電機設備の検討が必要にな

ります。

　【構築物】は建設当時の耐震基準は大きな地震をきっかけに耐震基準が改訂されていますので、その基

準をもとに現在耐震詳細診断を行っています。その結果次第では耐震補強工事が必要になると思われま

す。

　【機械及び装置】については、法定耐用年数が超えているにも関わらず長寿命化で凌いできましたが、そ

れも限界に近づいていますので更新を行っていきます。

　一方、水質に於いて、国の定めている水質基準をクリアーしつつも、水質管理目標項目内でアルミニウム

及びその化合物の水質基準がぎりぎりのところまで来ているので、新たに浄水方法（ＰＨ調整装置）の検討

が必要になります。

　【構築物】は建設当時の耐震基準は現在では耐震基準が改訂されていますので、その基準をもとに現在

耐震詳細診断を行っています。その結果次第では耐震補強工事が必要になると思われます。

　【機械及び装置】については、法定耐用年数が超えているにも関わらず長寿命化で凌いできましたが、そ

れも限界に近づいていますので更新を行っていきます。 21



●管路について

≪対象施設：導水管・配水管≫

　管路の延長は下表通りです。

導水管延長 （単位：ｍ）

延　　　長

口径 ∮200ｍｍ 298

口径 ∮150ｍｍ 5,015

5,313

配水管延長 （単位：ｍ）

延　　　長

口径 400ｍｍ 365

口径 350ｍｍ 4,079

口径 300ｍｍ 4,460

口径 250ｍｍ 7,135

口径 200ｍｍ 10,401

口径 150ｍｍ 30,049

口径 100ｍｍ 53,169

口径 75ｍｍ 98,411

口径 50ｍｍ 34,696

口径 40ｍｍ 46

口径 30ｍｍ 61

242,872

248,185 ≒248,000

　【構築物】は建設当時の耐震基準は現在では耐震基準が改訂されていますので、その基準をもとに現在

耐震詳細診断を行っています。その結果次第では耐震補強工事が必要になると思われます。

　【機械及び装置】については、法定耐用年数が超えているにも関わらず長寿命化で凌いできましたが、そ

れも限界に近づいていますので更新を行っていきます。

項　　　目 管　　　種 備　　考

項　　目 管　　種 備　　考

ダクタイル鋳鉄管・鋼管 耐震化対象

ダクタイル鋳鉄管・鋼管 耐震化対象

小計

ダクタイル鋳鉄管 耐震化対象

ダクタイル鋳鉄管・鋼管 耐震化対象

ダクタイル鋳鉄管・鋼管 耐震化対象

ダクタイル鋳鉄管・鋼管 耐震化対象

ダクタイル鋳鉄管・鋼管 耐震化対象

ダクタイル鋳鉄管・鋼管・硬質塩化
ビニール管

耐震化対象

ダクタイル鋳鉄管・鋼管・硬質塩化
ビニール管・ポリエチレン管

耐震化対象

ダクタイル鋳鉄管・鋼管・石綿管・硬質
塩化ビニール管・ポリエチレン管 耐震化対象

ダクタイル鋳鉄管・鋼管・硬質塩化
ビニール管・ポリエチレン管

ポリエチレン管

ポリエチレン管

小計

計

　管路の延長については表-1・2の通りです。今後、更新の目安となる耐用年数の40年に達していません

が、創設事業の昭和56（1981）年度に布設したものは、令和4（2022）年度には更新時期となりますが、この

計画では令和9（2027）年度より更新事業を行います。

　更新（耐震化）計画は、総延長のうち、耐震化が必要な延長213，400ｍから｢重要給水施設管路」53,500

ｍを約10年掛けて更新します。

　その後、管路更新事業として。159,900ｍを約15年掛けて更新する計画です。
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■令和元年度末時点の布設年度別管路延長

別紙グラフの通りです。
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■取得年度及び法定耐用年数に相当する更新年度

別紙グラフの通りです。
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■将来の更新事業について

◆耐震化について

●【構築物】について

●【機械及び装置】について

●管路について

　過去の実績では、昭和56(1981)年度～平成元(1989)年度に整備が集中しているため、更新時には人口

減による給水区域の見直しや更新整備費の圧縮を検討しつつ更新整備の平準化を図る必要があります。

　主要構造物については、現在耐震詳細診断を行っています。その結果次第では耐震補強工事耐震補

強工事を行う予定です。

　機械・電気設備については、今後機器等の耐震診断を行い、耐震対策を行う予定です。

　今後は前項で示した通り全体的に耐震管路に更新する予定です。
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（５）組織の見通し

◆総論について

◆現状について

茨城県の上水道における職員数

平成29年度　茨城県の水道より

事業主体（団体）

43

　○本町における職員の実績は、

　　・本町給水人口25,700（人）

　　・本町職員数4（人）

　上記より職員数を算定すると　6.6（人）となり、本町の場合やや下回っています。

◆将来について

給水人口（人） 事業主体の職員数（人） 給水人口当り職員数（人）

　現在人員は、町一般会計総務部の定員計画に基づいて配置されていますが、令和2年度から下水道事

業が法適用される予定であるため、上下水道の窓口業務が一元化された場合、申請手続き等が簡素化さ

れ町民や業者へのサービス向上が期待されます。それと同時に、人件費削減を目標とした人員配置の再

検討が可能になるため、経営の効率化に向け町と一体となり、組織体制の見直しを進めていきます。

3,019,739 774 3,901

　以上の結果より本町上下水道課上水道係の人員は県全体と比較して小数の人員で構成されておりま
す。利用者に不便をもたらさないようにするため、業務、財政のバランスをとりながら適正人員を検討してい
きます。

　今後は、上下水道事業の地方公営企業法全部適用（企業会計制度・管理者制度の採用）及び第三者委

託を視野に入れ、業務を監督・指導する職員の知識や技術力の維持向上を図り、水道事業に精通する職

員が配置されるように取り組みます。

　第三者委託の内容としては、施設一括管理委託・上下水道料金、経理事務等委託を目指しています。ま

た、複数の団体と委託業務を研究し、スケールメリットによる委託料の削減を図ります。
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５．経営の基本方針

水道の理想像については、下図に示す通りであります。

別紙略図を添付

本町水道事業の≪安全≫≪強靭≫≪持続≫の具体的な取り組みは、次の通りであります。

≪安全≫

≪強靭≫

◆給水装置に対する認識の向上による給水装置に関する事故の減少

　本町水道事業は、厚生労働省が示す「新水道ビジョン」による水道の理想像に基づき施策の推進を図って

いきます。

◆水源から給水栓末端に到るまで十分な管理体制を確保し、安全で信頼される水の安定供給の継続

◆原水水質に応じた必要な水準の浄水処理を実施し、水道水の安全性の確保

◆適切な水質検査機関への委託継続、検査結果の確認及び情報公開

◆効果的、効率的な管路網を構築して、各戸直接給水方式の普及促進

◆基幹管路設定に基づく基幹管路（重要給水施設管路）・浄配水場（機械・電気・配管）の耐震化の実施。

◆大規模地震が発生しても水道水の供給が可能となる重要給水施設などへ至る導水・送水・配水管の耐震

　基幹管路以外の配水管や給水管の適切な材質や仕様による耐震化の推進

　性の確保
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≪持続≫

◆災害時や緊急時に於ける応急給水設備、給水車の確保、必要最低限の飲料水や生活用水を供給できる

◆町民とのコミュニケーションの充実により、災害時や緊急時の応急給水拠点や給水方法、耐震化事業の必

　体制の構築

　要性の認識向上、市民との効果的な共同防災訓練の実施

◆近隣水道事業者との連携による発展的な広域化の実現、業務の共同化や人事交流による人材育成など、

　経営的、技術的に持続可能な運営体制の構築

◆他事業者や企業との応援協定など、災害時や緊急時の給水体制の構築

◆経営計画等に基づく安定した事業経営の継続

　を水道サービスに生かす仕組みの構築

◆水道事業に精通する職員の適正配置、強い事業運営体制を確立するため官民連携のより一層の進展、ベ

　テラン職員から若い世代への技術の継承・人材育成と人員の確保の計画的な実施

◆経営効率を高めるために新たな視点でのコスト縮減を目標とし、ポンプ等の機械・電気設備のより一層の省

　エネルギー化を推進

◆水道事業の広報・情報公開、町民とのコミュニケーションを展開し、そこで得た新しい知見や収集した情報

◆地域の状況や水需要の動向などの見通しを踏まえ、多様な形態で水が供給される体制の構築
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６．投資・財政計画（収支計画）

（1）投資・財政計画（収支計画）

【投資・財政計画（収支計画）】は別紙の通りです。

（2）投資・財政計画（収支計画）の策定内容の説明

ⅰ収支計画のうち投資についての説明

①目標

当面の目標は「茨城県の水道」に示す実績を目標にします。

茨城県の水道　平成29年度より抜粋

耐震適合率

②説明

ⅱ収支計画の財源についての説明

①目標

配水施設 40.1 0

基幹管路 37.0 0.0

浄水施設 21.7

　この計画のなかでは、配水施設（№1配水池）の耐震化を実施します。また、基幹管路として「重要給水施

設管路」を設定し、管路を更新していきます。また、防災・安全対策としても老朽管の更新と管路の耐震化

に注力するため、水道施設⻑寿命化計画などを策定し、管路の更新率や耐震管率の目標値の達成も目

指します。

• 毎期、純利益を確保します。

• 企業債の発行に伴う将来への負担や、支払利息の発生による財政負担を、できる限り抑制します。

　収入と支出を均衡（毎期純利益を確保）させた投資・財政計画を策定しました。

　計画の内容は、これまでの3条予算（収益的収支）主体の予算内容に加え、この計画では4条予算（資本

的収支）で法定耐用年数が過ぎた【機械及び装置】の更新・【構築物（構造物・管路）】の耐震化事業を加え

ました。また、4条予算（資本的収支）で発生する資金不足金額については、これまで同様補填財源で補填

します。

　新たに加わる事業の財源については、補助金（交付金）及び企業債等で賄います。

　このことにより、財源との均衡を図った、計画的で確実な施設更新等を進めることができます。

したがって、計画期間内の毎期純利益が確保できていることから、料金値上げは発生しません。

茨城県の平均 八千代町

単位：％

0.0

施設区分
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②説明

・給水収益

・企業債

ⅲ収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・人件費

　過去4年間（平成28〜31年度）の平均値相当額を横ばいで算定しています。

・動力費

・維持修繕費

　過去4年間（平成28〜31年度）の平均値相当額を横ばいで算定しています。

・薬品費

・支払利息

・減価償却費

　平成30年度実績をもとに、計画期間の年間配水量を考慮して算定しています。

　過去に借り入れた支払利息と新規に借入する支払い利息の合計で算定しています。

　過去の償却金額と新規に発生する償却金額の合計で算定しています。

　給水収益（料金収入）は、有収水量の増減に⽐例すると仮定し、年間総有収水量×供給単価にて推計し

ました。

　供給単価は、過去の実績から平成30年度の平均値で推計したところ、毎期、純利益が確保できる見込み

で あることから、計画期間内の水道料⾦の改定は有りません。（将来、純利益が確保できなくなった場合

は、水道料⾦の改定や料⾦体系のあり方の検討が必要と考えます。）。

　適正な耐震化・老朽化施設の更新のための投資の増加に伴い、建設改良費の財源として、令和9（2027）

年度より、新たな企業債を発行します。

　将来への負担をできる限り抑えるため、発行額を財源確保に最低限必要な額に抑えます。また、新たな

企業債の償還方法は、支払利息額を抑えるため、元金均等償還とします。なお、企業の残高の上限は、給

水収益の３倍程度（平成28年度の企業債残高対給水収益比率のＨ28全国中央値309.9％（水道技術研究

センター）を参考）と考えています。

　各費用は、下記のとおり将来の発生額を見積もっています。下記以外の費用は、基本的な考えとして、過

去3年間（各費用は、下記のとおり将来の発生額を⾒積もっています。下記以外の費用は、過去3年間（平

成29〜30年度）の平均値で見込んでいます。）の平均値を基に算定しています。

　平成30年度実績をもとに、計画期間の年間配水量を考慮して算定しています。
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・受水費

・その他

　過去4年間（平成28〜31年度）の平均値相当額を横ばいで算定しています。

・企業債償還金

（3）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後の検討予定の取組の概要

ⅰ投資についての検討状況等

①水道広域化の検討

ⅱ投資以外の経費についての検討状況等

①官民連携の検討

　厚生労働省の新水道ビジョンや水道事業基盤強化方策検討会、総務省による通知等では、水道事業の

広域化を含む基盤強化に向けた取組方針が示されています。

引き続き、施設の統廃合等を含む茨城県主導の広域化に向けた検討会に参加していきます。

　限られた職員数で今後の施設の老朽化に伴う大量更新事務に対応するため、将来的な工事施工におけ

る官民連携についての可能性を模索していきます。

　令和元年度予算書内容をもとに、算定しています。

　過去に借り入れた償還金と新規に借入する償還金の合計で算定しますが、今回の借入は令和9（2027）

年度になるため今回の計画では、過去借分のみになります。
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７．経営戦略の事後検証、更新に関する事項

ⅰ計画期間

令和2（2020）年度～令和11（2029）年度までの10年間とします。

ⅱ事後検証、更新について

投資・財政計画（収支計画）

当初計画期間

令和6

見直作業

次期計画期間

計画更新イメージ

令和2～令和11

10年間

令和12～令和22

10年間

　計画と実態を定期的（5年毎）に検証し、適宜更新していくとともに、更新後の計画期間も10年間を維持す

る計画とします。また、経営状況やこの計画の点検・見直しについては、水道審議会に報告するほか、町の

ホームページなどに公表します。更に、水道事業のサービス向上のために、町民や事業者の皆さまから意

見を募り、経営戦略や今後の事業運営に広く反映出来る仕組みを検討します。
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8．用語解説

意　　　味

あいうえお

アウトソーシング 業務を外部に委託することをいいます。

イニシャルコスト

新しく事業を始めたり、新しく機械や設備などを導入したり、新しく建築物を建築したりする
ときなどに必要となる費用のことをいいます。 初期費用ともいい、新しく導入する機械・設
備の商品価格のほか、設計費用、技術開発費用、運搬費用、工事代金、設置費用などが
これに含まれます。

応急給水
地震や渇水などの非常時に家庭で水道水が出なくなった場合に、給水車によって水を運
搬したり、浄水場、配水池、公園などで臨時に水道水が使えるようにすることです。

かきくけこ

簡易耐震診断 水道施設の耐震性について、チェックシート等を用いて簡易に診断する方法です。

DIP：ダクタイル鋳鉄で鋳造された『水道用ダクタイル鋳鉄管』の呼称。

DIP（A)：上記DIPのA形継手形式で接合される管種の呼称。

DIP（T)：上記DIPのT形継手形式で接合される管種の呼称。

DIP（K)：上記DIPのK形継手形式で接合される管種の呼称。

SUS：ステンレス鋼（SUS）で成形された『水道用ステンレス鋼管』の呼称。

SP：スチールパイプ（SP）の略称で『水道用鋼管』の呼称。

NCP：配管用炭素鋼鋼管or配管用アーク溶接炭素鋼鋼管をナイロン紛体樹脂でコーティ
ングした『ナイロンコーティング鋼管』の呼称。

VP：ポリ塩化ビニルを主原料として成形された『水道用硬質塩化ビニル管』の呼称。

VP(TS)：上記VPのTS接合で接続される管種の呼称。※TS接合とは、接合面に接着剤を塗
布して接合する方法。

VP(RR)：上記VPのRR接合で接続される管種の呼称。※RR接合とは、管端片側に予め成
形された受け口部にゴム輪を装着して接合する方法。
PE：高密度ポリエチレンで成形された『水道配水用ポリエチレン管』の呼称。水道協会規格
品。
WE：上記PEと同様に高密度ポリエチレンで形成されている『高密度ポリエチレン管』の呼
称。水道協会規格にはなっておらず、ISO規格に準拠。

管路経年化率 管路総延長に対し、法定耐用年数を超えた管路の延長の割合をいいます。

管路の更新率
年間に更新された導・送・配水管の割合を表しており、管路の信頼性確保に対する執行度
合いを示すものです。

基幹管路
水道管路網のうち、特に重要な部分をいいます。具体的には、水源から浄水場までをつな
ぐ 「導水管」 、浄水場と配水池をつなぐ 「送水管」 、配水池から各家庭などに分岐する
「配水本管」 の3つから構成される管路をいいます。

基幹施設
地震などの災害において、施設が破損すると、市民生活に重大な影響をもたらす可能性
がある施設のことをいいます。具体的には、浄水場や配水池などが該当します。

用　語　名

管種
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企業債
地方公営企業が行う建設改良事業などに要する資金に充てるために起こす地方債 （国な
どから長期で借り入れる借金） のことです。

企業債残高対給水
収益比率

給水収益に対する企業債残高の割合を示しており、企業債残高の規模と経営への影響を
分析する指標です。

給水管
配水管から分岐して、個々の使用者の使用場所（私有地）に引き込むための水道管で、個
人が布設し、維持・管理する給水装置の一部です。

給水区域
水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、一般の需要に応じて給水サービスを行うとし
た区域のことをいいます。

給水原価

有収水量 （漏水など除く水道料金収入となった水量） 1㎥当たりについて、どれだけ費用
がかかったかを表しています。供給原価ともいい、計算は次式で表します。
{経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯工事費)}/年間総有収水量(円/
㎥)

給水収益
水道事業会計における営業収益の一つで、水道事業収益のうち、最も重要な位置を占め
る収益です。通常、水道料金として収入となる収益がこれに当たります。

給水人口
給水区域 (給水できる範囲) 内に住んでおり、給水を受けている人口です。給水の範囲外
からの通勤者や観光客は給水人口に含まれていません。

給水装置
配水管などから分岐して設けられた給水管、止水栓、量水器 （水道メーター） 及び給水栓
（蛇口） などです。

供給単価
有収水量(漏水など除いた、水道料金となった水量)1㎥当たりについて、どれだけの収益を
得ているかを表します。給水単価ともいい、計算は次式で算出します。
給水収益/年間総有収水量(円/㎥)

給水量 水道の利用者に給水する水量のことです。

経営戦略

各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基
本計画のことです。その中心となる 「投資・財政計画」 は、施設・設備に関する投資の見通
しを試算した計画 (投資試算) と、財源の見通しを試算した計画 (財源試算) を構成要素と
し、投資以外の経費も含めたうえで、収入と支出が均衡するよう調整した中長期の収支計
画となっています。

経常収支比率

経常収支比率は、収益性を見る際のひとつの指標の事です。
営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高い程
営業利益率が高いことを表し、これが100％未満であることは営業損出が生じていることを
意味します。

経常損益

収益的収支中、料金収入などの本来の営業活動から生じる営業収益と、他会計からの繰
入金や預金利息などの本来の営業活動以外の活動によって得られる営業外収益の合計
を経常収益といいます。また、同様の考え方で、職員給与費や材料費などの維持管理費・
減価償却費などの本来の営業活動から発生する営業費用と企業債利息などの本来の営
業活動以外の活動によって発生する営業外費用の合計を経常費用といいます。
経常収益から経常費用を差し引いたものを経常損益 (経常収支) といい、0以上の場合は
経常利益 (黒字) で、負数の場合は経常損失 (赤字) となります。

減価償却費
固定資産 (建物・水道管など) の減価 (価値の減少) を費用として、その利用各年度に合
理的かつ計画的に負担させる会計上の処理または手続を減価償却といい、この処理また
は手続によって特定の年度の費用とされた固定資産の減価額を減価償却費といいます。

さしすせそ
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財源試算
「経営戦略」 の中心となる 「投資・財政計画」 の構成要素のうち、財源の見通しを試算した
計画のことをいいます。

事業認可
水道事業を経営しようとする際に、厚生労働大臣または都道府県知事から受ける認可 (水
道法6条場1項、26条、46条) をいいます。

資金不足比率

公営企業の各年度の経営状況を示す指標で、 「公営企業の資金の不足額」 が 「企業の
事業の規模 (料金収入の規模) 」 に占める比率をあらわします。資金の不足額が無い場合
は、比率は無しという意味で 「－」 と表示されます。計算は次式で算出します。
資金の不足額/事業の規模(％)

施設利用率

一日当たりの給水能力に対する一日平均給水量の割合を示したものです。水道施設の経
済性を総括的に判断する指標であり、数値が大きい程効率的であるとされています。また、
施設利用率＝施設最大稼働率×負荷率の関係式が成り立ちます。この指標の低い原因
が、負荷率ではなく最大稼働率が低いことによる場合は、一部の施設が遊休状態にあり、
投資が過大であることを示しています。

資本的収支
企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良にかかる企業債償還金など
の支出とその財源となる収入をいいます。

収益的収支
一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用
をいいます。

収納率
水道メーターで検針した水道料金の調定額に対し、実際に収入された金額の割合のことを
いいます。

重要給水施設管路
災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要給水施設に供給する管路（重要給水施設に
供給する導水管・送水管・配水本管・配水支管）です。

従量料金 水道料金のうち、水の使用量に応じて負担する料金のことをいいます。

受水
水道事業者が、水道用水供給事業から浄化した水 (水道水用水) の供給を受けることをい
います。また、水道事業者から供給される水を利用者が水槽に受けることも 「受水」 といい
ます。

詳細耐震診断
水道施設の耐震性について、構造計算等を行って詳細に診断する方法をいいます。耐震
性の有無・耐力等はこの詳細耐震診断により最終的に判定する必要があります。

浄水場 浄水処理に必要な設備がある施設のことです。原水の水質により浄水方法は異なります。

上水道事業 計画給水人口が5,000人を超える水道事業のことをいいます。

水源 水道として利用する水の供給源のことで、河川以外にもダム湖などを指すことがあります。

水質基準
水道水が備えなければならない水質上の要件のことをいいます。水道水質基準は水道法4
条に規定されており、その具体的事項として 「水質基準に関する省令」 (平成15年厚生労
働省令第101号) で項目、基準値が定められています。

39



水質基準項目
水道水には水道法により50の項目 (平成20年度から51項目) とその基準値が設定されて
います。基準項目には 「健康に関する項目」 と 「水道水が有すべき性状に関する項目」
の二つに分けられます。

水道ビジョン

(新水道ビジョン)
平成25年3月に厚生労働省が策定したもので、 「水道ビジョン」 を全面的に見直し、50年
後、100年後の将来を見据えた新しいビジョンです。

(水道ビジョン)
平成16年6月に厚生労働省が水道の目指すべき方向性について示したもので、水道のあ
るべき将来像について、その実現のための施策や工程が明示されています。

スケールメリット 事業の規模を大きくすることによって得られる効果や利益のことをいいます。

スペックダウン
給水人口の減少などにより必要以上の規模となっている施設を小規模化することで、負担
を軽減することをいいます。

送水管
浄水場で浄水処理された 「水道水」 を、浄水場から配水池等、ポンプ施設などの配水施
設に送る水道管です。

損益勘定
水道事業の財源のうち、水道料金などでまかなわれ、水道水に係る維持管理、利息の支
払いなどに使われるものをいいます。

たちつてと

第三者委託
水道事業における管理体制強化方策の一環として平成１４年４月に施行された改正水道
法により創設された、水道の管理に関する技術上の業務を水道事業者及び需要者以外の
第三者に委託できる制度のことをいいます。

耐震化計画
地震対策について検討する計画。地震対策を中心として検討し、応急対策は体制確保に
向けて必要な事項を検討することです。

耐震化、地震対策

地震による影響を最小限にするための対策です。発災前及び発災後の対策に分けること
ができます。水道では、発災前における対策として、施設の耐震設計や耐震管の採用、シ
ステム面では基幹施設の分散や水源間の相互融通を可能とする連絡管の整備、電源の
異系統化や複数化、自家発電装置の設置、緊急時対応の無線の整備、また配水池につ
ながる主配水管の破損が引き起こす貯留水流出による二次災害を防ぎ、非常用の飲料水
を確保するための緊急遮断弁の設置などがあげられています。

耐震管
レベル2地震動において、地盤によって管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管、
液状化による地盤変状に対しても、前項と同等の耐震性能を有する管の事です。

耐震継手
地震の時、地面がずれたり割れたりした場合、管路にもずれ幅がなければ抜けたり破損し
たりしてしまいます。耐震継手は継手部分で伸び縮みし、抜けたり破損したりしないように
する継手です。

耐震適合管
レベル2地震動において、地盤によって管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管を
いいます。

ダウンサイジング
水需要の減少や技術進歩に伴い、施設更新等の際に施設能力を縮小し、施設の効率化
を図ることをいいます。

地下水
地表面下にある水をいいます。一般に地下水は、河川水に比べて水量、水質、水温が安
定した良質の水源です。
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長期前受金戻入
固定資産取得のために交付された補助金などについて、減価償却見合い分を収益化した
ものです。

DBO 公共が資金調達を負担し、設計・建設、運営を民間に委託する方式のことをいいます。

投資試算
「経営戦略」 の中心となる 「投資・財政計画」 の構成要素のうち、施設・設備に関する投資
の見通しを試算した計画のことをいいます。

導水管 河川、井戸などの水源から取水した水を、浄水場に送る水道管です。

なにぬねの

内部留保資金
減価償却費などの現金支出を伴わない支出や収益的収支における利益によって、企業内
に留保される自己資金のことです。

はひふへほ

配水管
配水池やポンプ施設などの配水施設から個々の使用者に給水する水道管のうち、上下水
道課が布設し、維持・管理するものをいいます。

配水池 浄水処理された水道水を貯留する施設のことをいいます。

PFI
公共施設などの建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活
用して行う方式の事業形態のことです。

法定耐用年数
地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数のことです。経理上の基準であり、
実際に使用できる年数は実情に応じて変動します。

まみむめも

水需要 水道水の使用見込量のことです。

有形固定資産減価
償却率

償却資産における減価償却済の部分の割合を示す比率のことです。この比率により減価
償却の進み具合や資産の経過年数を知ることが出来ます。
当比率の向上は、相対的に資本費（減価償却費）の減少を意味しますが、同時に施設の
老朽化の度合いを示していることから、修繕費の発生や生産能力の低下を知らせるもので
もあります。すなわち、償却資産の減価償却の進み具合を分析することによって、将来の
施設更新の必要性や今後の修繕費のは発生見込みを推測し、今後の設備投資計画を立
てる際の参考とすることが出来ます。
また、償却資産を電気設備・機械設備等の勘定科目ごとに分析することにより、緻密な投
資計画を立てることが出来、費用についてもそれぞれ修繕費と比較することにより施設管
理の一層効果的な運用を図ることが出来ます。尚、この比率は減価償却に伴う資金の内部
留保がどの程度図られているかを示すものであり、資金計画を策定する上でも重要な判断
材料の一つとなります。

有収水量 水道メーターにより計量され、料金収入に結び付く水量のことです。

やゆよ
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有収率 この指標は、年間の配水量（給水量）に対する有収水量の割合を示すものです。

ランニングコスト
機器やシステムの保守・管理に必要な費用のことをいいます。維持費用ともいい、消耗品
の調達費用や保守サービスの料金などがこれに含まれます。

流動比率
流動負債に対する流動資産の割合であり、短期債務に対する支払能力を表しています。
流動比率は、100％以上であることが必要であり、100％を下回っていれば不良債務が発
生していることになります。

料金回収率
供給単価と給水原価の関係を表しており、事業の経営状況の健全性を示す指標の一つで
ある。料金回収率が100％を下回っている場合、給水にかかる費用が料金収入以外の収
入で賄われている事を意味します。

累積欠損金比率

水道事業体の経営状況が健全な状態にあるかどうかを、累積欠損金の有無により把握しよ
うとするもので、営業収益（受託工事収益を除く）に対する累積欠損金の割合をいいます。
事業の経営状況の健全性を示す指標のひとつで、累積欠損金が発生している以上、その
企業の経営はすでに健全なものとはいえませんが、経営の悪化の状況を知ることが出来ま
す。

レベル1地震動
当該施設の設置地点に於いて発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用
期間中に発生する可能性の高いものをいいます。

レベル2地震動
当該施設の設置地点に於いて発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを
有するものをいいます。

らりるれろ
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